
  
  

 
 

特
別
安
全
保
障
秘
密
の
適
正
な
管
理
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱 

一 
特
別
安
全
保
障
秘
密
の
提
供
の
義
務
（
第
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

 
 

公
益
上
の
必
要
に
よ
る
特
別
安
全
保
障
秘
密
の
提
供
に
つ
い
て
、
「
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
「
提
供
す
る
も
の

と
す
る
」
と
す
る
と
と
も
に
、
国
会
法
第
百
四
条
若
し
く
は
第
百
四
条
の
二
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
十
四
条
の
四
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び
証
言
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
及
び
第

五
条
の
規
定
に
よ
り
各
議
院
又
は
各
議
院
の
委
員
会
若
し
く
は
参
議
院
の
調
査
会
に
提
供
す
る
場
合
を
追
加
す
る
こ
と
。 

二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
理
す
る
こ
と
。 


